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団体概要

団体名称

日本の森バイオマスネットワーク

代表

運営委員長　佐々木豊志

事務所所在地

宮城県栗原市栗駒松倉中山田16番地　くりこま高原自然学校・松倉校内

連絡先

TEL:0228-49-3155　FAX:0228-49-3166　office@miyagibiomass.net

私たちの思い

ほんの数十年前まで私たちの暮らしと森林は切っても切れない関係にありました。ごは

んを炊き、暖をとり、お風呂を沸かし･･･毎日の生活は薪や炭が欠かせませんでした。と

ころが石油の使用が増えるに従い、薪炭は次第に使われなくなり森は荒れていきまし

た。

しかし今、二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギー源として森林の価値が見直さ

れています。木の持つエネルギーは木質バイオマスと呼ばれ、薪炭だけでなくペレット

やチップといった新しい利用法も生まれました。

自然との共生が求められる現代社会に、もう一度森と暮らすライフスタイルを広めて荒

廃した森林を再生したい。みやぎバイオマスネットーワークはそんな思いを持った地域の

団体が集まって生まれました。

私たちの取組み

私たちは宮城県および周辺地域の森林資源の活用を進め、自然と共生する地域社会

の実現するために以下の事業に取り組みます。

(1)エネルギーとしての活用推進

薪炭や木質ペレット燃料などの森林バイオマスエネルギーの活用を推進します。

(2)材木の活用推進

建築や木工など材木としての森林活用を推進します。

(3)環境教育の推進

森林の価値や魅力を広く呼びかけるために森林をテーマにした環境教育活動を
行います。

木質バイオマスの特徴

日本の森バイオマスネットワーク
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日本の多くの森林は戦後に杉が植林されましたが、手入れがされずに

荒廃の一途をたどってきました。山を再生するには間伐して光が入る

ようにする必要があります。しかし整備と同時に大量の木屑が発生し

ます。木屑の運搬や処分には莫大な費用が必要になります。

問題を解決するひとつの方法が「ペレット」です。ペレットは次のような

特徴を持っています。

１、原料は再生可能な資源

ペレット・チップをはじめとした炭や薪などの木質バイオマス燃料
の原料は管理された森林の育成過程で生じる製材くず、端材や
間伐材等なので再生可能で尽きることがありません。

２、環境にやさしいクリーンエネルギー

間伐材などを利用することにより、森の再生を手助けすることができます。また、木質バイオマスを燃やすときに出
る二酸化炭素は樹木が成長するときに大気中から吸収したものなので、カーボンニュートラルです。

３、木質バイオマスが環境に果たす役割

木質バイオマスの普及により化石燃料エネルギーからの脱却が可能となります。木質バイオマスはカーボン
ニュートラルなので地球温暖化の原因となる二酸化炭素を増加させません。木質バイオマスは地球環境に配慮し
た次世代を担うクリーンエネルギーです。

日本の森バイオマスネットワークは特にこのペレットの普及を進めることで日本の荒廃した森林を再生したいと考えてい

ます。

Copyright(c)2010 Miyagi Biomass Network .All rights reserved.
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日本の森バイオマスネットワーク 定款 

 

第１章 総 則 

（名 称） 

第１条 本会は、日本の森バイオマスネットワークと称する。 

 

（事務所） 

第２条 本会は、主たる事務所を宮城県栗原市栗駒松倉中山田１６番地に置く。 

 

（目 的） 

第３条 本会は宮城県および周辺地域の森林資源の活用・循環の推進に寄与し、地球

環境と共生する地域社会の実現を目指すことを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の事業を行う。 

(1)ペレット、薪炭等の森林バイオマスエネルギーの活用推進 

(2)建築、木工等の材木の活用推進 

(3)森林をテーマとした環境教育の推進 

(4)そのほか本会の目的を達成するのに必要な事業 

 

 

第２章 会 員 
（種 別） 

第５条 本会の会員は、次の２種とする。 

(1) 正会員  本会の目的に賛同して入会した個人及び団体 

(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体 

 

（入 会） 

第６条 会員として入会しようとするものは、運営委員会が別に定める入会申込書に

より、運営委員会に申し込むものとする。入会は運営委員会の了承を持って認

められる。 

 

（入会金及び会費） 

第７条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 

 

（退 会） 

第８条 会員は、運営委員会が別に定める退会届を運営委員会に提出して、任意に退

会することができる。 

 



（除 名） 

第９条 会員が次の各号の一に該当する場合には、運営委員会の議決により、これを

除名することができる。 

(1) この定款に違反したとき。 

(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

２ 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に

弁明の機会を与えなければならない。 

 

第３章 役 員 

（種別及び定数） 

第10条 本会に、次の役員を置く。 

(1) 運営委員 ５人以上１５人以内 

(2) 監事   １人以上２人以内 

２ 運営委員のうち１人を運営委員長、１人を副運営委員長とする。 

 

（選任等） 

第11条 運営委員及び監事は、総会において正会員（法人または団体の場合にあって

は会員代表者とする。以下同じ）のうちから選任する。 

２ 運営委員長及び副運営委員長は、運営委員の互選とする。 

３ 監事は、運営委員を兼ねてはならない。 

 

（職 務） 

第12条 運営委員長は、本会を代表し、その業務を総理する。 

２ 副運営委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長に事故があるとき又は

運営委員長が欠けたときは、その職務を代行する。 

３ 運営委員は、運営委員会を構成し、業務の執行を決定する。 

４ 監事は本会の会計を監査する。 

 

（任期等） 

第13条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又

は現任者の任期の残存期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その

職務を行わなければならない。 

（解 任） 

第14条 役員は総会の議決によって解任することができる。 

 

（報酬等） 

第15条 本会の役員は無報酬とする。ただし職務を執行するために要した費用を弁償

することができる。 



２ 前項に関し必要な事項は、運営委員会の承認を経て執行する。 

 

 

第４章 会 議 

（種 別） 

第16条 本会の会議は、総会及び運営委員会の２種とする。 

２ 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

 

（総会の構成） 

第17条 総会は、正会員をもって構成する。 

 

（総会の権能） 

第18条 総会は、以下の事項について議決する。 

(1) 定款の変更 

(2) 解散及び合併 

(3) 役員の選任及び解任 

(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更 

(5) 事業報告及び収支決算 

(6) 借入金（その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。48

条において同じ。）その他新たな義務の負担及び権利の放棄 

(7) 解散における残余財産の帰属 

(8) その他運営に関する重要事項 

 

 

（総会の開催） 

第19条 通常総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。 

 ２ 総正会員数の5分の1以上の議決権を有する正会員は運営委員長に対して総

会の目的である事項および招集の理由を示して総会の招集を請求することが出

来る。 

 

（総会の招集） 

第20条 総会は運営委員長が招集する。 

２ 運営委員長は、前条第２項の規定による請求があったときは、その日から

３０日以内に臨時総会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するには会議の日時、場所、目的および内容を示した書面をも

って開催日の７日前までに正会員に通知しなければならない。 

 

 

（総会の議長） 

第21条 総会の議長は、運営委員長がこれにあたる。ただし前条第二項の規定により



臨時総会を開催したときは、出席正会員のうちから議長を選出する。 

 

（総会の定足数） 

第22条 総会は、正会員の出席者を持って成立する。 

 

（総会の議決） 

第23条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数を

もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（総会での表決権等） 

第24条 各正会員の表決権は平等なものとする。 

２ やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知さ

れた事項について、書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を

代理人として表決を委任することができる。 

 

（総会の議事録） 

第25条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな

い。 

(1) 日時及び場所 

(2) 正会員総数及び出席者数（書面若しくは電磁的方法による表決者又は表

決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。） 

(3) 審議事項 

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

２ 議事録には、出席者のうち２人が、記名押印又は署名しなければならない。 

 

（運営委員会の構成） 

第26条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。 

 

（運営委員会の権能） 

第27条 運営委員会は、次の事項を議決する。 

(1) 総会に付議すべき事項 

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 

(4) 会員の除名 

(5) 役員の職務および報酬 

(6) 資産の管理の方法 

(7) 事務局の組織及び運営 

(8) 入会金及び会費の額 

(9) 費用の執行に関する事項 

(10)事業推進のための専門部会の設置 



 

（運営委員会の開催） 

第28条 運営委員会は、次に掲げる場合に開催する。 

(1) 運営委員長が必要と認めたとき。 

(2) 運営委員総数の２分の１以上から運営委員会の目的である事項を記載し

た書面により招集の請求があったとき。 

 

（運営委員会の招集） 

第29条 運営委員会は、運営委員長が招集する。 

２ 運営委員長は、前条第２号の規定による請求があったときは、その日から

１４日以内に運営委員会を招集しなければならない。 

 

（運営委員会の議長） 

第 30 条 運営委員会の議長は、運営委員長がこれにあたる。 

 

（運営委員会の定足） 

第31条 運営委員会は出席した運営委員をもって成立する。 

 

（運営委員会の議決） 

第32条 運営委員会の議事は、運営委員総数の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。 

 

（運営委員会の表決権等） 

第33条  各運営委員の表決権は、平等なものとする。 

２ やむを得ない理由により運営委員会に出席できない運営委員は、あらかじ

め通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決することがで

きる。 

 

（運営委員会の議事録） 

第34条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した記録簿を作成しなければ

ならない。 

(1) 日時及び場所 

(2) 運営委員総数、出席者数及び出席者氏名（書面又は電磁的方法による表

決者にあっては、その旨を付記すること。） 

(3) 審議事項 

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

 

 

 

 



 

第５章 資 産 および 会計 

（構 成） 

第35条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産 

(2) 入会金及び会費 

(3) 寄付金品 

(4) 財産から生じる収入 

(5) 事業に伴う収入 

(6) その他の収入 

 

（管 理） 

第36条 本会の資産は、事務局が管理し、その方法は、運営委員会の議決による。 

 

（支 弁） 

第37条 本会の経費は資産をもって支弁する。 

 

（事業年度） 

第38条 本会の事業年度は、毎年１月１日に始まり、その年の１２月３１日に終わる。 

 

（事業計画及び予算） 

第39条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに運営委員会が

作成し、総会の議決を経なければならない。 

 

（暫定予算） 

第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、

運営委員長は、運営委員会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算

に準じ収入支出することができる。 

２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

 

（予算の追加及び更正） 

第41条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予

算の追加又は更正をすることができる。 

 

 

（事業報告及び決算） 

第42条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書

類は、毎事業年度終了後、速やかに、運営委員会が作成し、監事の監査を受け、

総会の議決を経なければならない。 

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 



 

 

第6章 定款の変更、解散及び合併 

（定款の変更） 

第43条 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の４分の３以

上の多数による議決を得なければ変更することが出来ない。 

 

（解 散） 

第44条 本会は、次に掲げる事由により解散する。 

(1) 総会の決議 

(2) 正会員の欠亡 

(3) 合併 

(4) 破産手続開始の決定 

２ 前項第１号の事由により本会が解散するときは、正会員総数の４分の３以

上の議決を得なければならない。 

 

（残余財産の帰属） 

第45条 本会が解散（合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。）したときに

残存する財産は、正会員のうち総会において議決した者に譲渡するものとする。 

 

第７章 事務局 

（事務局の設置） 

第46条 本会に、本会の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２ 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。 

 

（職員の任免） 

第47条 事務局長及び職員の任免は、運営委員会が行う。 

 

（組織及び運営） 

第48条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。 

 

 

第８章 雑 則 

（細則） 

第 49 条 この定款の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を経て、運営委員

長がこれを定める。 



附則 

１  本会は平成21年12月19日をもって設立する。 

２ この定款は、本会の成立の日から施行する。 

３ 本会の設立当初の役員は、次のとおりとする。 

 

運営委員      佐々木 豊志 

運営委員      大場 隆博 

運営委員      菅原 正義 

運営委員      白鳥 栄悦 

運営委員      菅原 心也 

運営委員      馬渡 達也 

運営委員      唐澤 晋平 

監 事       大場 江美 

監 事       菊地 豪 

 

 

４ 本会の設立当初の役員の任期は、第13条第１項の規定にかかわらず、本会の成立

の日から平成２２年１２月３１日までとする。 

５ 本会の設立当初の事業年度は、第38条の規定にかかわらず、本会の成立の日から

平成２２年１２月３１日までとする。 

６ 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第39条の規定にかかわらず、設立総

会の定めるところによる。 

７ 本会の設立当初の入会金及び会費は、第７条の規定にかかわらず、次に掲げる額

とする。 

(1) 入会金 

正会員   個人・団体 1,000円 

賛助会員  個人・団体 なし 

 

(2) 年会費 

正会員   個人  2,000円 

団体  5,000円 

賛助会員 一口  個人  2,000円 

団体  5,000円 

 

８ 本会の名称を平成21年7月１4日をもって「みやぎバイオマスネットワーク」から

「日本の森バイオマスネットワーク」に変更する。 














